
　　　一般財団法人大阪府社会保険協会

　　　（注）太枠内をすべてご記入ください。

（〒　　　－　　　）

利用券№

※ 宛先を明記した返信用の定形封筒（94円切手貼付）を同封のうえ、郵送にてお申込みください。

　　 「施設利用会員証」のご利用について

● 他の割引サービスとは併用できません。

● 有効期限の過ぎた「施設利用会員証」は、利用できません。

　　でご利用いただけます。

　　　　※施設により利用方法・利用可能人数が異なりますので、詳細は会員専用ページに掲載

　　　　　しております優待利用施設一覧、又は「施設利用会員証」と共にお送りいたします

         「優待利用施設一覧」冊子をご覧ください。

● その他ご不明な点があれば、大阪府社会保険協会までお問い合わせ下さい。

●「施設利用会員証」は、事業所内で管理のうえ、有効期限まで共同利用していただきますよう

　　お願いします。

●「施設利用会員証」は、事業所内で共同利用していただくため個人様でのお申し込みはできません。

●「施設利用会員証」は、契約施設を利用される際、１グループにつき１枚提示していただくこと

●「施設利用会員証」は、事業所名を必ずご記入のうえ、ご利用ください。

※ 申込枚数は、１事業所１０枚まででお願いします。

　（ただし、被保険者が１０人以下の事業所様につきましては、被保険者数まででお願いします。）

●「施設利用会員証」は、大阪府社会保険協会の会員事業所に勤務する被保険者様とその同居の

　　ご家族のみ利用できます。

●「施設利用会員証」で利用できる施設は、[全国社会保険協会連合会]の契約施設および

　 [大阪府社会保険協会]の契約施設です。

事 業 所 電 話 番 号

申 込 枚 数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

※協会記入欄 №　　　　　　～　№　　　　

申込責任者 (担当者 )名

事 業 所 所 在 地

協会受付日

　　「施設利用会員証」申込書

協 会 会 員 番 号 　　　　　　　－　　　　　－

事 業 所 名


